
 

 

 

 

 

 

滋賀県特定事業主行動計画 
（次世代育成支援および女性職員の活躍推進のための取組方針） 

 

～一人ひとり すべての職員が いきいきと活躍できる 健やかな県庁を目指して～ 
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  ２章 基本的事項 

 

- 2 - 

１ 位置づけ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代育成支

援法」という。）第 19 条および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27

年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。）第 19条に基づく特定事業主行動計画

として策定するものです。 

 

２ 対象範囲 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  本計画の対象は、次のとおりです。 

 (1) 採用、育成、登用 

   知事部局採用職員（他の任命権者への出向者を含む。） 

 (2) 職場の環境整備、意識改革 

   知事部局、びわこボートレース事業庁、議会事務局、監査委員事務局および 

人事委員会事務局に勤務する職員 

 

３ 計画期間 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  令和５年（2023 年）４月１日から令和９年（2027 年）３月 31日まで 

 

  なお、本計画は、計画期間内であっても社会情勢の変化や取組の効果・評価を踏まえて、

必要に応じ、柔軟に見直しを行います。 

 

４ 推進体制 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  計画に掲げた取組が全庁に浸透し着実に実施されるよう、知事のリーダーシップのも

と、健康経営・人材育成推進委員会（※）において、数値目標の達成状況や取組の実施状況

の把握・評価等を行い、その結果をその後の取組や計画に反映させるなど、必要に応じて

改善を図ります。 

 

５ 公表 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  本計画に基づく取組状況や目標に対する達成状況等について、毎年度、前年度末時点の

実績等をホームページへの掲載等により公表します。 



   

 



   

 

 

  
 



   

 

 

R3



   

 

 



   

 



   

 



   

 

 



   

 



  

 

 



 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



 

 

 

 

 

 

（参考資料）数値目標の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



数値目標の概要

取組の方向性 数値目標 現状 ねらい

 時間外勤務年間 550 時間超えの職員割合
 　：５％以下

 令和３年度
 　：8.3％

 　職員の健康確保を目的として、業務量の偏りを解消し
 た働き方を目指す。

 ワーク・ライフ・バランスの実現ができていると考える職員の割合
 　：80.0％

 令和４年度
 　：69.8％

 　職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスが実感で
 きることが大切であり、仕事と家庭を両立しながらいき
 いきと活躍できる県庁を目指す。

 ハラスメントを受けていると感じる職員の割合
 　：０％

 令和４年度
 　：9.1％

 　すべての職員の人権が尊重され、安心して活躍できる
 状態を目指す。

 レベルアップやチャレンジへの意欲があると考える職員の割合
 　：男女とも 95.0%

 令和４年度
 　：女性 52.6%
　 　男性 65.2%

 　レベルアップやチャレンジへの意欲について、男女別
 の割合に生じた差異を解消し、ともに高みを目指す。

 参事級以上に占める女性職員の割合
 　：15.0％

 令和４年度
 　：11.4％

 　県の政策や方針などの重要事項の決定過程に、女性が
 どのくらい参画しているのかを表す指標であり、女性職
 員の管理職への登用を一層推進する。

 係長職に占める女性職員の割合
 　：30.0％

 令和４年度
 　：21.8％

 　係長職は組織の最小単位の責任者でマネジメント経験
 のできる職であることから、将来への登用を進める上で
 重要な指標と捉え、一層の推進を図る。

 男性職員の就業日における家事従事時間
 　：前年度より増

 令和４年度
 　：50.1 分／日

 　男性職員、女性職員がともに職業生活において活躍す
 るために、男性職員の家事への関わり合いを強め、今あ
 る男女間の家事分担の偏りを解消し、両者が仕事と家庭
 のバランスを保持している状態を目指す。

 育児休業を希望する男性職員の育児休業取得率
 　：100％

（※）
 　育児休業の取得を希望するすべての職員が育児休業を
 取得することができ、男性職員の家事・育児への参画を
 一層促進させる。

 誰もが能力を発揮し
 活躍できる職場づくり

 中長期的な視点に立った
 女性職員のキャリア形成支援
 ・登用の推進

 男性職員の主体的な家事
 ・育児参画の促進

（※）「育児休業を希望する男性職員の育児休業取得率」については、令和４年度から集計を開始（令和５年３月時点において集計中）


